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添付文書上、手術前４週以内の患者には「禁忌」
と記載がある経口避妊剤を中止しなかったため、
手術が延期になった事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

術前に中止する薬剤の把握不足
－経口避妊剤－

添付文書上、手術の際には「禁忌」と記載があることや、患者がその薬剤を内服して
いることを医療者が把握しておらず、手術が延期になった事例が２件報告されてい
ます。（集計期間：２０１３年１月１日～２０１７年2月28日）。この情報は、第４４回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３０）で取り上げた内容を基に作成しました。

薬剤名 経口避妊剤背景

アンジュ２８錠

トリキュラー錠２８

初診を担当した医師Ａは、
患者が内服していることを
把握していたが、医師Ｂへ
伝えていなかった

医師や看護師に手術前の
内服が禁忌である薬剤とい
う知識がなかった

◆添付文書の「禁忌」に、「手術前４週以内、術後２週以内、産後４週以内及び長期間安静状態の患者
　［血液凝固能が亢進され、心血管系の副作用の危険性が高くなることがある］」と記載されています。
◆月経困難症治療剤にも手術前４週以内の患者には「禁忌」と記載がある薬剤があります。

●アンジュ２１錠／２８錠
●オーソ７７７－２１錠
●オーソＭ－２１錠
●シンフェーズＴ２８錠
●トリキュラー錠２１／２８
●ファボワール錠２１／２８
●マーベロン２１／２８
●ラベルフィーユ２１錠／２８錠
※PMDA｢医療用医薬品の添付文書情報」より
　（ 2017.2.28現在）



医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.125　2017年4月

術前に中止する薬剤の把握不足
－経口避妊剤－

事 例 1
6ヶ月前、外来で初診を担当した医師Ａは、患者がアンジュ錠を内服していることを問診票で確認
していたが、担当を交代した医師Ｂへ伝えていなかった。その後、医師Ｂは、アンジュ錠は「手術前
4週以内は禁忌」であると知っていたが、患者が内服していることを把握していなかったため、
外来で中止の指示をしなかった。入院後、患者からの申し出によりアンジュ錠を内服していること
が分かり、手術が延期となった。

事 例 2
患者は外科外来を受診し、約1ヶ月後に手術の予定となった。その際、患者はトリキュラー錠を内服
していることを医師に伝えたが、医師は「手術前4週以内は禁忌」であることに気付かず、トリキュラー
錠の中止の指示をしなかった。看護師は、入院6日前に入院オリエンテーションを行った際、患者
がトリキュラー錠を内服していることを知ったが、手術前に中止が必要な薬剤であるという知識
がなかった。入院後、トリキュラー錠が中止されていないことに薬剤師が気付き、手術が延期とな
った。

・術前チェックリストの中に内服禁忌の薬剤を明示し、確認を徹底しま
しょう。

総合評価部会の意見

・経口避妊剤は、手術前４週以内は内服禁忌であることを院内に周知
　する。
・薬剤師は、手術が決定した外来診察日に患者の内服薬の鑑別を行い、
　医師に情報提供する。

事例が発生した医療機関の取り組み

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。
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